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帝京短期大学学則 

 

第 １ 章  目的及び使命 

 

第 １ 条 本学は、「礼儀、努力、誠実」という建学の精神に則り、専門的知識と高度の理論

並びに技術を教授し、あわせて広い視野に立って健全なる家庭を建設し、平和的

民主社会の発展に貢献できる教養高い人材を育成することを目的及び使命とす

る。 

２ 本学の各学科、各専攻の目的は次のとおりとする。 

一 生活科学科は、本学の建学の精神に則って、家庭生活のみならず社会生活においても

時代にふさわしい人材を育成することを目的とする。 

   イ 生活科学専攻の目的は次のとおりとする。 

    生活科学専攻は、建学の精神及び生活科学科の目的に則り、家庭生活や社会生活に

有用な人格・知識・技能を持った人材を育成することを目的とする。 

   ロ 食物栄養専攻の目的は次のとおりとする。 

    食物栄養専攻は、建学の精神及び生活科学科の目的に則り、栄養士に必要な専門知

識を修得し、これを実践面で活用できる社会人、および地域・産業保健、医療、学

校等を通じて健康な食生活を支援できる人材を育成することを目的とする。 

 二 こども教育学科は、本学の建学の精神に則って、地域社会に貢献できる質の高い保育

者を養成することを目的とする。 

 三 ライフケア学科は、本学の建学の精神に則って、医療に従事する優れた人材を養成す

るとともに、人格的、衛生的、社会的に有用な人材の育成を目的とする。 

   イ 臨床検査専攻の目的は次のとおりとする。 

    臨床検査専攻は、建学の精神及びライフケア学科の目的に則り、優れた臨床検査技

師を養成するとともに、専門的能力や技能を発揮できる、人間性豊かな人材の育成

を目的とする。 

   ロ 柔道整復専攻及び柔道整復専攻二部の目的は次のとおりとする。 

    柔道整復専攻及び柔道整復専攻二部は、建学の精神及びライフケア学科の目的に則

り、優れた柔道整復師を養成するとともに、専門的能力や技能を発揮できる、人間

性豊かな人材の育成を目的とする。 

３ 本学は、教育研究水準の向上を図り、前項の目的及び社会的使命を達成するため、教育

研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。  

二 本学は、教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令第４０条で定める期

間ごとに、文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。  

三 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定め

る。  

４ 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための委員会を設け、研修及び研究を実施する。  

二 前項の委員会については、別に定める。 

 

第 １ 条の２ 本学は、帝京短期大学と称し、東京都渋谷区本町６丁目３１－１に置く。 
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第 ２ 章  本学組織 

 

第 ２ 条 本学に生活科学科生活科学専攻、食物栄養専攻及びこども教育学科こども教育専

攻を置き修業年限は２年とする。また、ライフケア学科臨床検査専攻、柔道整復

専攻、柔道整復専攻二部及びこども教育学科こども教育専攻通信教育課程を置き

修業年限は３年とする。 

第 ３ 条 本学学生定員は次のとおりである。 

入学定員  生活科学科 

       生活科学専攻         ７０名 

      食物栄養専攻        １００名 

     こども教育学科 

こども教育専攻        ５０名 

こども教育専攻通信教育課程 １００名 

                  ５０名（２年次編入学定員） 

           ライフケア学科 

            臨床検査専攻         ８０名 

            柔道整復専攻         ６０名 

            柔道整復専攻二部       ３０名 

収容定員  生活科学科 

       生活科学専攻        １４０名 

      食物栄養専攻        ２００名 

     こども教育学科 

こども教育専攻       １００名 

こども教育専攻通信教育課程 ４００名 

ライフケア学科 

            臨床検査専攻        ２４０名 

            柔道整復専攻        １８０名 

            柔道整復専攻二部       ９０名 

２ 通信教育課程に関する規則は別に定める。 

 

 第 ３ 章  学年学期及び休業日 

 

第 ４ 条 学年は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

学年は次の２期に分ける。ただし、事情によって多少異なる場合がある。 

前 期  ４月１日より９月３０日まで 

後 期  １０月１日より３月３１日まで 

第 ５ 条 休業日は次のとおりとする。ただし都合により休業日を変更し、また休業日でも

必要に応じ授業又は試験を行うことがある。 

１．日曜日 

２．国家の定める祝日及び記念日 



 

3 

３．本学園創立記念日   ４月２７日 

４．春季休業       ３月下旬～４月上旬 

５．夏季休業       ８月上旬～９月中旬 

６．冬季休業       １２月下旬～１月上旬 

７．臨時の休業日及びその他の変更については、その都度これを定める。 

第 ６ 条 授業期間は、年間３５週に渡ることを原則とする。 

 

第 ４ 章  職員組織 

 

第 ７ 条 本学の職員組織は、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、教務職員、事務職

員とする。 

職員に関する規定は別にこれを定める。 

 

第 ５ 章  教授会 

 

第 ８ 条 本学に教授会を置く。教授会は、学長、教授を以て組織する。 

第 ９ 条 学長は、教授会を招集し、その議長となる。 

学長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた時は、役員及び職員を加えるこ

とが出来る。 

第１０条 教授会は会員総数の３分の２以上の出席によって成立し、出席者の過半数で議決

する。 

第１１条 教授会に於いて賛否同数の場合は学長がこれを決定することが出来る。 

第１２条 学長は議事録を作成し、次回の教授会に於いてその承認を得なければならない。 

第１３条 教授会は次の事項を審議し、学長が決定を行うにあたり意見を述べるものとする。 

１．学生の入学、卒業および課程の修了 

２．学位の授与 

３．その他教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なも

のとして学長が定めるもの 

   ２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長および学科長（以下この項において

「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、およ

び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

第１４条 教授会に関する細かい規定は、細則に定めるところによる。 

         

第 ６ 章  学科課程 

 

第１５条 学科目の種類及び単位数は別表１のとおりである。 

 

第 ７ 章  履修規定と卒業の認定 

 

第１６条 各科目に対する単位数は下の基準によって計算し、試験の成績は、Ｓ（１００点
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～９０点）、Ａ（８９点～８０点）、Ｂ（７９点～７０点）、Ｃ（６９点～６０

点）、不可（５９点以下）とし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格、不可を不合格とする。

授業科目を履修した学生に対し、試験やその他本学が定める適切な方法により学

修の成果を評価して、単位を与える。 

   ２．前項の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として、ＧＰＡ（Grade 

Point Average）を用いる。 

   ３．前項に定めるＧＰＡは、成績評価のうち、Ｓにつき４．０、Ａにつき３．０、Ｂ 

につき２．０、Ｃにつき１．０、不可・欠席・無資格につき０．０をそれぞれ評 

価点として与え、各授業科目の評価点に、その単位数を乗じて得た積の合計を、 

登録科目の総単位数で除して算出する。 

４．各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容を 

もって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、 

授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね１５時間から４５時間までの範

囲で本学が定める時間の授業をもって１単位として計算するものとする。 

５． 前項の授業の方法とは、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより

またはこれらの併用により行うものをいう。 

   ６. １年間で履修登録できる単位数の上限は、本学履修規程に定める。 

第１７条 卒業の要件 

     （生活科学科生活科学専攻、こども教育学科） 

１．基礎教育科目について、必修・選択科目をあわせて１２単位以上修得しなけ

ればならない。 

２．専門教育科目について、必修・選択科目をあわせて５０単位以上修得しなけ

ればならない。 

３．以上必修・選択科目あわせて合計６２単位以上を修得しなければならない。 

４．教育上有益と認めるときは、本短期大学入学前に、短期大学または大学にお

いて修得した単位、もしくは高等専門学校の専攻科における学修またはその

他文部科学大臣が別に定める学修を、３０単位を超えない範囲で認定するこ

とがある。 

５．この他の要件については、短期大学設置基準に定めるところにより単位を認

定することがある。 

（生活科学科食物栄養専攻） 

１．基礎教育科目について、必修・選択科目をあわせて１２単位以上修得しなけ

ればならない。 

２．専門教育科目について、必修科目を５２単位以上修得しなければならない。 

３．以上必修・選択科目あわせて合計６４単位以上を修得しなければならない。 

４．教育上有益と認めるときは、本短期大学入学前に、短期大学または大学にお

いて修得した単位、もしくは高等専門学校の専攻科における学修またはその

他文部科学大臣が別に定める学修を、３０単位を超えない範囲で認定するこ

とがある。 

５．この他の要件については、短期大学設置基準に定めるところにより単位を認
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定することがある。 

（ライフケア学科） 

１．基礎教育科目について、必修・選択科目をあわせて臨床検査専攻については

１４単位以上、柔道整復専攻及び柔道整復専攻二部については１４単位以上

を修得しなければならない。 

２．専門教育科目について、必修・選択科目をあわせて臨床検査専攻については

９１単位以上、柔道整復専攻及び柔道整復専攻二部については８６単位以上

修得しなければならない。 

３．以上必修・選択科目あわせて臨床検査専攻については合計１０５単位以上、

柔道整復専攻及び柔道整復専攻二部については合計１００単位以上を修得し

なければならない。 

４．教育上有益と認めるときは、本短期大学入学前に、短期大学または大学にお

いて修得した単位、もしくは大学以外の教育施設等における学修またはその

他文部科学大臣が別に定める学修を、４６単位を超えない範囲で認定するこ

とがある。 

５．この他の要件については、短期大学設置基準に定めるところにより単位を認

定することがある。 

第１８条 １．教育職員免許状を得ようとする学生は上記の外教育職員免許法及び同法施行

規則に定める教職に関する専門教育科目の単位を修得しなければならない。 

教職免許に関する科目は他専攻履修可能とする。 

取得できる教育職員免許状の種類及び科目は次のとおりとする。 

生活科学科   生活科学専攻  養護教諭二種免許状 

食物栄養専攻  栄養教諭二種免許状 

こども教育学科 こども教育専攻 幼稚園教諭二種免許状 

２．栄養士の資格を得ようとする者は、第１５条及び第１７条の規定によるほか、

栄養士必修科目５１単位を修得しなければならない。 

３．保育士の資格を得ようとする者は第１５条及び第１７条の規定にかかわらず

別に定める細則によらなければならない。 

第１９条 １．本学則に定める修業年限以上在学し所定の学科目及び単位を修得した者には

教授会の議を経て学長が卒業を認定する。 

２．前号の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期 

  大学士の学位を授与する。 

 

第８章  入学・転入学・転籍・休学・退学及び除籍 

 

第２０条 入学の時期は、毎学年の初めとする。 

第２１条 入学資格 

本学に入学出来る者は下記の各号の一に、該当する者でなければならない。 

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者 

２．通常の課程により１２年の学校教育を修了した者 



 

6 

３．通常の課程以外の課程によって前項に相当する学校教育を修了した者 

４．外国に於いて学校教育における１２年の課程を修了した者又、これに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者 

５．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設の当該課程を修了した者 

６．高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等

学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前

の大学入学資格検定規程により大学入学資格検定に合格した者を含む）  

７．文部科学大臣の指定した者 

８．その他本学に於いて高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められた者 

第２２条 入学を志願するものは所定の手続の上選抜試験を受け、選考の上入学を許可する。 

第２３条 入学を許可された者は所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。 

第２４条 生活科学科及びこども教育学科の在学年限は２年以上４年を超えることが出来な

い。また、ライフケア学科の在学年限は３年以上６年を超えることが出来ない。 

     ただし、転籍をした学生についてはこの限りではない。 

第２５条 他の大学等から本学に転入学を願い出た者については、別に定める規定によって

許可することがある。 

第２６条 所属する学科・専攻の転籍を願い出た者については、こども教育学科こども教育

専攻又は、生活科学科食物栄養専攻及びライフケア学科から生活科学科生活科学

専攻への転籍に限り許可することがある。なお、本学を卒業するには、転籍後の

専攻所定の単位数を修得しなければならない。細則については別にこれを定める。 

第２７条 病気その他やむを得ない事由のため休学又は退学しようとする者は、その事由を

証明する書類を添え保護者連署で休学願又は退学願を提出して許可を受けなけれ

ばならない。 

１．休学期間は１年以内とするがその実情によっては２年以内まで認めることが

ある。 

ただし在学期間に算入しない。 

２．一旦退学した者が再入学しようとする場合には事情によって許可することが

ある。 

３．病気等のため、修学することが適当でないと認められる者については、休学

を命ずることがある。 

第２８条 次の各号の一に該当する者は、除籍とする。 

     １．第２４条に定める在学年限を超えた者 

     ２．学費を所定の期日までに納入しなかった者 

     ３．長期にわたり音信不通の者 

     ４．在学中に死亡した者 

２ 前項２に該当する者が復籍を願い出た場合、復籍することができる。詳細につい

ては別に定める。 
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第９章  学費及び貸給費 

 

第２９条 授業料その他所定の学費は学年始に納付するものとする。 

第３０条 本学の学費は次のとおりである。 

     （生活科学科、こども教育学科） 

受 験 料    ３５，０００円 

入 学 金   ２５０，０００円 

授 業 料   ７９０，０００円 

 

（ライフケア学科臨床検査専攻） 

受 験 料    ３５，０００円 

入 学 金   ２５０，０００円 

授 業 料   ７９０，０００円 

 

（ライフケア学科柔道整復専攻） 

受 験 料    ３５，０００円 

入 学 金   ２５０，０００円 

授 業 料   ８３０，０００円 

（ライフケア学科柔道整復専攻二部） 

受 験 料    ３５，０００円 

入 学 金   ２５０，０００円 

授 業 料   ８３０，０００円 

第３１条 実験実習等に必要な費用は、これを別に定めるが授業料と同時に納付するものと

する。 

第３２条 試験その他の手数料等については別にこれを定める。 

第３３条 既納した学費は如何なる事由があっても返還しない。 

     ただし、新入生につき当該年度３月３１日以前に入学辞退を申し出た者について

は入学金を除き全額を返還する。 

第３４条 学費は出席の有無にかかわらず、学籍のある間は納入しなければならない。 

なお、休学者並びに留年者については別に定める。 

第３５条 学術操行ともに優秀な学生であって学費支弁の方法がない者には、適当な金額を

貸与することがある。 

貸給費については別にこれを定める。 

第３５条の２ 本学に１年以上在学した学生中、特に学業成績が優秀かつ品行方正で学費支

弁の困難な者に対して、特待生として授業料を一部免除することがある。 

 

第１０章 委託生・聴講生・特別研究生・科目等履修生及び外国人学生 

 

第３６条 国家又は公共団体から一定の在学期間の学修科目を定めて入学を願い出た者に対
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しては選考の上委託生として入学を許可することがある。 

２ 委託生はその履修した科目について試験を受けることが出来る。 

試験に合格した者には願い出によって、その科目の合格証明書を与える。 

３ 委託生として２年以上在学し当該科に於ける所定の単位を修得した者には卒業証

明書を授与することがある。 

第３７条 本学において、特定の授業科目の聴講を希望する者に対しては、本学の教育に支

障のない限りにおいて、聴講生として入学を許可することがある。 

第３８条 本学において、特定の専門事項について研究することを希望する者に対しては、

本学の教育および研究に支障のない限りにおいて、特別研究生として入学を許可

することがある。 

第３９条 当該科に於いて１科目又は数科目の履修を希望する者に対しては選考の上科目等

履修生として入学を許可することがある。 

第４０条 科目等履修生として履修を希望する者の出願手続は、別にこれを定める。 

第４１条 外国人学生の入学及び転入学については、日本人に関する規定を準用して入学を

許可することもあるが、これを別に定める。 

第４２条 委託生・聴講生・特別研究生・科目等履修生及び外国人学生に関して本章各案に

規定しない事項については本学で定める規定を準用する。 

 

第１１章  公開講座 

 

第４３条 公開講座を開くことがある。 

 

第１２章  賞  罰 

 

第４４条 人物および学業が優秀な学生に対しては、学長が表彰することを定める。 

第４５条 次の各号の１に該当する学生に対しては、学長が懲戒することを定める。 

１．性行不良で改善の見込がないと認められる者 

２．学内の秩序を乱した者 

３．故なく３ヶ月以上授業料を滞納した者 

４．本学の体面をけがした者 

５．その他学生としての本分に反する行為のあった者 

第４６条 懲戒には退学、停学および訓告の３種がある。処分の手続等については、別に定

める。 

 

第１３章  専攻科 

 

第４７条 本短期大学に、専攻科を置く。 

 １ 専攻及び学生定員は、次のとおりとする。 
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名  称 入学定員 収容定員 

こども教育学専攻 ５０人 ５０人 

臨床工学専攻 ４０人 ４０人 

養護教諭専攻 １５人 ３０人 

 ２ 専攻科の修業年限は、１年とし、在学することのできる年限は、２年とする。 

   但し、養護教諭専攻の修業年限は、２年とし、在学することのできる年限は、４年と

する。 

第４８条 本短期大学の専攻科に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者と 

     する。 

     （こども教育学専攻） 

     １．短期大学を卒業した者 

     ２．外国において、学校教育における１４年の課程を修了した者 

     ３．その他本短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学 

       力があると認めた者 

     （臨床工学専攻） 

１．短期大学（修業年限３年以上）を卒業した者 

     ２．外国において、学校教育における１５年の課程を修了した者 

     ３．その他本短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学 

       力があると認めた者 

但し、臨床工学専攻においては、臨床工学技士養成所指定規則第４条２項１号の

資格を満たす者でなければならない。 

     （養護教諭専攻） 

     １．短期大学を卒業した者 

     ２．学校教育法１３２条に規定する専修学校の専門課程を修了した者 

     ３．外国において、学校教育における１４年（又は１５年）の課程を修了した者 

     ４．その他本短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学 

       力があると認めた者 

     但し、養護教諭専攻においては、養護教諭二種免許状を有する者でなければなら

ない。 

第４９条 専攻科における学科目の種類及び単位数等は別表２の通りである。 

第５０条 本短期大学の専攻科を修了するためには、こども教育学専攻、臨床工学専攻の学

生は１年以上在学、養護教諭専攻の学生は、２年以上在学し、前条の定めるとこ

ろにより必修・選択科目をあわせてこども教育学専攻においては２３単位以上、

臨床工学専攻においては８８単位（学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学

校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第１３条に定める学校、

文教研修施設又は養成所で履修が認められた科目のうち本学の認定する単位を含

む。）、養護教諭専攻においては６８単位を修得しなければならない。      

  １  前項に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、

学長が修了を認定する。 
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  ２  学長は修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。 

第５１条 臨床工学専攻、養護教諭専攻の修了者のうち、大学改革支援・学位授与機構が定

める要件を満たし、かつ大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に

は、学士の学位が授与される。 

第５２条 養護教諭専攻において取得できる資格は、養護教諭一種免許状である。 

但し、学士の学位を取得した者でなければならない。 

第５３条 本短期大学の専攻科の学費は次のとおりである。 

   （こども教育学専攻） 

    受 験 料   ３５，０００円 

    入 学 金  １００，０００円 

    授 業 料  ７９０，０００円 

   （臨床工学専攻） 

受 験 料   ２０，０００円 

入 学 金  １００，０００円 

授 業 料  ７９０，０００円 

（養護教諭専攻） 

受 験 料   ３５，０００円 

入 学 金  ２００，０００円 

授 業 料  ６５０，０００円 

    ただし、第３１条から第３４条を準用する。 

第５４条 本短期大学の専攻科に関し、本章に定めるもののほか、必要な事項については、

前章までの各条項を準用し、または別にこれを定める。 

 

附  則 

 

 １ ．学則の解釈上に疑義を生じた場合は学校がこれを定める。 

 ２ ．この学則は、１９６２年４月１日より実施する。 

 ３ ．この学則は、１９６３年４月１日より実施する。 

 ４ ．この学則は、１９６４年４月１日より実施する。 

 ５ ．この学則は、１９６５年４月１日より実施する。 

 ６ ．この学則は、１９６６年４月１日より実施する。 

 ７ ．この学則は、１９６７年４月１日より実施する。 

 ８ ．この学則は、１９６８年４月１日より実施する。 

 ９ ．この学則は、１９６９年４月１日より実施する。 

１０．この学則は、１９７０年４月１日より実施する。 

１１．この学則は、１９７１年４月１日より実施する。 

１２．この学則は、１９７２年４月１日より実施する。 

１３．この学則は、１９７３年４月１日より実施する。 

１４．この学則は、１９７４年４月１日より実施する。 

１５．この学則は、１９７５年４月１日より実施する。 
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１６．この学則は、１９７６年４月１日より実施する。 

１７．この学則は、１９７７年４月１日より実施する。 

１８．この学則は、１９７８年４月１日より実施する。 

１９．この学則は、１９７９年４月１日より実施する。 

２０．この学則は、１９８０年４月１日より実施する。 

２１．この学則は、１９８１年４月１日より実施する。 

２２．この学則は、１９８２年４月１日より実施する。 

２３．この学則は、１９８３年４月１日より実施する。 

２４．この学則は、１９８４年４月１日より実施する。 

２５．この学則は、１９８５年４月１日より実施する。 

 

２６．この学則は、１９８６年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

年度 

学部・ 

学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

家政科 

 家政専攻 

 

２０ 

 

４０ 

 

２０ 

 

４０ 

 

２０ 

 

４０ 

食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

 なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士

免許取得資格を付される者の数）である。 

 ただし、１９８５年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

２７．この学則は、１９８８年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

家政科 

 家政専攻 

 

２０ 

 

４０ 

 

２０ 

 

４０ 

 

２０ 

 

４０ 

食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 
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ただし、１９８７年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

２８．この学則は、１９８９年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 ２０ ４０ ２０ ４０ ２０ ４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、１９８８年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

２９．この学則は、１９９０年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、１９８９年度以前の入学者については従前の例とする。 
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３０．この学則は、１９９２年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、１９９１年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

３１．この学則は、１９９３年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

         年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

 なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士

免許取得資格を付される者の数）である。 

 ただし、１９９２年度以前の入学者については従前の例とする。 
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３２．この学則は、１９９４年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

         年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、１９９３年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

３３．この学則は、１９９５年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

         年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、１９９４年度以前の入学者については従前の例とする。 
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３４．この学則は、１９９７年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

         年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 

 ２０ 

 

４０ 

 

 ２０ 

 

 ４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、１９９６年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

３５．この学則は、１９９９年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、１９８６年度から２０００年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

         年度 

学部・ 

 学科等 

１９８６年度 
１９８７年度から 

１９９９年度まで 
２０００年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

２０ 

 

４０ 

 

２０ 

 

４０ 

 

２０ 

 

４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、１９９８年度以前の入学者については従前の例とする。 
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３６．この学則は、２０００年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、２０００年度から２００４年度までの間の定員

は、次のとおりとする。 

         年度 

学部・ 

 学科等 

１９９９年度 
２０００年度から 

２００４年度まで 
２００５年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

２０ 

 

４０ 

 

２０ 

 

４０ 

 

２０ 

 

４０ 

 食物栄養専攻 ２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

２００ 

(１００) 

４００ 

(２００) 

１００ ２００ 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、１９９９年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

３７．この学則は、２００１年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、２００１年度の定員は、次のとおりとする。 

年度 

学部・ 

 学科等 

２００１年度 

入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

１２０ 

 

１４０ 

 食物栄養専攻 １００ 

（１００） 

３００ 

（２００） 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、２０００年度以前の入学者については従前の例とする。 
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３８．この学則は、２００２年４月１日より実施する。 

ただし、第３条の規定にかかわらず、２００２年度の定員は、次のとおりとする。 

         年度 

学部・ 

 学科等 

２００２年度 

入学定員 総定員 

生活科学科 

 生活科学専攻 

 

１２０ 

 

２４０ 

 食物栄養専攻 １００ 

（１００） 

２００ 

（２００） 

なお、（ ）は内数で、栄養士養成施設としての指定に係る定員（卒業後に栄養士免

許取得資格を付される者の数）である。 

ただし、２００１年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

３９．この学則は、２００３年４月１日より実施する。 

ただし、２００２年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

４０．この学則は、２００４年４月１日より実施する。 

   ただし、２００３年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

４１．この学則は、２００５年４月１日より実施する。 

   ただし、２００４年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

４２．この学則は、２００６年１月１日より実施する。 

    

４３．この学則は、２００６年４月１日より実施する。 

   ただし、２００５年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

４４．この学則は、２００７年４月１日より実施する。 

   ただし、第３条の規定にかかわらず、２００７年度の収容定員は、次のとおりと 

する。 

ただし、２００６年度以前の入学者については従前の例とする。 

学部・学科等 収容定員 

生活科学科 

生 活 科 学 専 攻 

食 物 栄 養 専 攻 

こども教育学科 

 

１９０ 

２００ 

こども教育専攻  ５０ 
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４５．この学則は、２００８年４月１日より実施する。 

   ただし、第３条の規定にかかわらず、２００８年度及び２００９年度の収容定員は、

次のとおりとする。 

   ただし、２００７年度以前の入学者については従前の例とする。 

学部・学科等 
収容定員 

２００８年度 ２００９年度 

生活科学科 

生 活 科 学 専 攻 

食 物 栄 養 専 攻 

こども教育学科 

こども教育専攻 

 ライフケア学科 

   身体環境ケア専攻 

   身体機能ケア専攻一部 

身体機能ケア専攻二部 

 

１４０ 

２００ 

 

１００ 

 

 ８０ 

 ３０ 

 ６０ 

 

 １４０ 

２００ 

 

 １００ 

 

 １６０ 

  ６０ 

 １２０ 

 

４６．この学則は、２００９年４月１日より実施する。 

   ただし、２００８年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

４７．この学則は、２０１０年４月１日より実施する。 

   ただし、２００９年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

４８. この学則は、２０１１年４月１日より実施する。 

   ただし、２０１０年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

４９. この学則は、２０１２年４月１日より実施する。 

   ただし、２０１１年度以前の入学者については従前の例とする。 
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５０．この学則は、２０１３年４月１日より実施する。 

   ただし、専攻名称については入学時の名称によらず２０１３年度の全学年に適用する。 

   ただし、第３条の規定にかかわらず、２０１３年度及び２０１４年度の収容定員は、

次のとおりとする。 

学部・学科等 
収容定員 

２０１３年度 ２０１４年度 

生活科学科 

生 活 科 学 専 攻  

食 物 栄 養 専 攻 

こども教育学科 

こども教育専攻 

こども教育専攻通信教育課程 

 ライフケア学科 

   臨床検査専攻 

   柔道整復専攻 

柔道整復専攻二部 

 

１４０ 

２００ 

 

１００ 

７００ 

 

２４０ 

１２０ 

１５０ 

 

１４０ 

２００ 

 

１００ 

７００ 

  

２４０ 

１５０ 

１２０ 

 

ただし、第４７条の規定にかかわらず、２０１３年度の収容定員は、次のとおりとす

る。 

名 称 
収容定員 

２０１３年度 

こども教育学専攻 

臨床工学専攻 

養護教諭専攻 

５０ 

４０ 

１５ 

ただし、２０１２年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

５１．この学則は、２０１４年４月１日より実施する。 

ただし、２０１３年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

５２．この学則は、２０１５年４月１日より実施する。 

 

５３．この学則は、２０１６年４月１日より実施する。 

ただし、２０１５年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

５４．この学則は、２０１７年４月１日より実施する。 

ただし、２０１６年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

５５．この学則は、２０１８年４月１日より実施する。 

ただし、２０１７年度以前の入学者については従前の例とする。 
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５６．この学則は、２０１９年４月１日より実施する。 

ただし、２０１８年度以前の入学者については従前の例とする。 

  ただし、第２４条については、２０１９年度の全学年に適用する。 

 

５７．この学則は、２０２０年４月１日より実施する。 

ただし、２０１９年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

５８．この学則は、２０２１年４月１日より実施する。 

ただし、２０２０年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

５９．この学則は、２０２２年４月１日より実施する。 

  ただし、第３条の規定にかかわらず、２０２２年度及び２０２３年度の収容定員は、次

のとおりとする。 

学部・学科等 
収容定員 

２０２２年度 ２０２３年度 

生活科学科 

生 活 科 学 専 攻  

食 物 栄 養 専 攻 

こども教育学科 

こども教育専攻 

こども教育専攻通信教育課程 

 ライフケア学科 

   臨床検査専攻 

   柔道整復専攻 

柔道整復専攻二部 

 

１４０ 

２００ 

 

１００ 

６００ 

  

２４０ 

１８０ 

９０ 

 

１４０ 

２００ 

 

１００ 

５００ 

  

２４０ 

１８０ 

９０ 

ただし、２０２１年度以前の入学者については従前の例とする。 

 

６０. この学則は、２０２３年４月１日より実施する。 

 

６１. この学則は、２０２４年４月１日より実施する。 

 

６２. この学則は、２０２５年４月１日より実施する。 

ただし、別表１および別表２については２０２５年度入学生から適用し、２０２４年度

以前の入学生については従前の例による。 

 



必修 選択

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

別表１
生活科学科　生活科学専攻

区分 授業科目の名称
単位数

化学

社会人入門セミナー
基
礎
教
育
科
目

生活とモラル

文章表現法

生活文化論

日本国憲法

パソコン会計

統計学入門

生物学

実践コミュニケーション

情
報
系

臨床医学

手作りお菓子を学ぶ

食品学Ⅱ

臨床微生物学

教職実践演習（養護教諭）

教育相談の理論と方法

発達心理学

教育原理・教育経営

教職論

教育の方法と技術

備　　考

食品学Ⅰ

基礎栄養学

健康教育

生活衛生学

公衆衛生学

住生活論

食生活論

衣生活論

生活経済学

情報基礎演習Ⅱ

実践英語

情報基礎演習Ⅰ

基礎ゼミナール

入門ゼミナール

体育実技

英語Ⅰ

総
合
系

コミュニケーション心理学

手作り料理を学ぶ

生活概論

体育理論

英語コミュニケーションⅡ

英語コミュニケーションⅠ

英語Ⅱ

病態学Ⅰ

教育課程・生徒指導論

道徳、総合的な学習、特別活動の理論と方法

食品学実験Ⅰ

カウンセリング

食品衛生学

調理学

外
国
語
系

体
育
系

専
門
教
育
科
目

21 



必修 選択
区分 授業科目の名称

単位数
備　　考

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

看護学Ⅳ 2

看護学Ⅴ 1

1

リハビリテーション医学 2

健康行動整復学 2

テーピングセラピー 2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

ファッションビジネス基礎 2

2

2

2

生活の中のデザイン 1

2

アロマセラピーⅠ 2

アロマセラピーⅡ 2

自分探しの心理学 2

人との関わりを学ぶ心理学 2

2

2

インターンシップ事前指導 1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

ボランティア論 2

ボランティア活動Ⅰ 1

ボランティア活動Ⅱ 1

養護概説

養護演習ⅠＡ

学校保健

学校保健の活動

養護演習ⅠＢ

養護演習ⅡＡ

生活文化演習ⅡＡ

ハートセイバーＡＥＤ

保育特講Ⅱ

保育特講Ⅰ

秘書概論

ユニバーサルカラー学

情報処理演習Ｂ

インターンシップ

ライフデザイン

養護演習ⅡＢ

情報処理演習Ａ

色彩検定

プレゼンテーションの基礎

健康相談活動

生活文化演習ⅡＢ

生活文化演習ⅠＢ

生活文化演習ⅠＡ

ファッションと文化

看護学Ⅰ

看護学Ⅱ

看護学Ⅲ

解剖生理学

栄養生理学

微生物学

免疫学

薬理概論

精神保健

看護学Ⅵ

病態学Ⅱ

病理組織細胞学

専
門
教
育
科
目

プレゼンテーションの成功

22 



必修 選択
区分 授業科目の名称

単位数
備　　考

2

1

1

1

コミュニティデザイン 1

地域文化論 2

地域貢献論 2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

ネイルアートⅠ

ネイルアートⅡ

医療事務Ⅲ

地域づくり

ゼミナールⅠ

ゼミナールⅡ

医療事務Ⅰ

観光研究ゼミ

観光ビジネス論Ⅱ

観光ビジネス論Ⅰ

地域づくりⅠ

特別支援教育

養護特講

地域づくりⅡ

専
門
教
育
科
目

医療事務Ⅱ

23 



必修 選択

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2 栄養士必修

2 栄養士必修

2 栄養士必修

1 栄養士必修

2 栄養士必修

2 栄養士必修

1 栄養士必修

2 栄養士必修

2 栄養士必修

2 栄養士必修

1 栄養士必修

1

2 栄養士必修

1 栄養士必修

2

2 栄養士必修

2 栄養士必修

1 栄養士必修

2 栄養士必修

2 栄養士必修

1 栄養士必修

1

2 栄養士必修

1 栄養士必修

2 栄養士必修

1 栄養士必修

2 栄養士必修

2 栄養士必修

1 栄養士必修

1 栄養士必修

公衆衛生学

生活科学科　食物栄養専攻

区分 授業科目の名称
単位数

基
礎
教
育
科
目

体
育
系

体育理論

体育実技

英語コミュニケーションⅠ

英語コミュニケーションⅡ

実践英語

情
報
系

情報基礎演習Ⅰ

情報基礎演習Ⅱ

外
国
語
系

英語Ⅰ

備　　考

総
合
系

生活とモラル

文章表現法

生活文化論

日本国憲法

パソコン会計

生物学

化学

社会人入門セミナー

統計学入門

英語Ⅱ

公衆栄養学

調理学

調理学実習Ⅰ

生化学

食品衛生学

食品学実験Ⅱ

生化学実験

病理学

食品学Ⅰ

食品学Ⅱ

食品学実験Ⅰ

臨床栄養学Ⅱ

解剖生理学

解剖生理学実習

栄養生理学

社会福祉概論

専
門
教
育
科
目

栄養教育論実習

栄養指導論

調理学実習Ⅱ

食品衛生学実験

栄養指導論実習

食品機能学

臨床栄養学実習Ⅰ

臨床栄養学実習Ⅱ

基礎栄養学

応用栄養学

栄養学実習

臨床栄養学Ⅰ

栄養教育論

24



必修 選択
区分 授業科目の名称

単位数
備　　考

1 栄養士必修

1

2 栄養士必修

1 栄養士必修

1 栄養士必修

1 栄養士必修

1

1 栄養士必修

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

道徳、総合的な学習、特別活動の理論と方法

特別支援教育

学校栄養指導論

総合演習ⅠＡ

総合演習ⅠＢ

総合演習ⅡＡ

総合演習ⅡＢ

フードスペシャリスト論

フードコーディネート論

発達心理学

教育相談の理論と方法

教職論

教育課程・生徒指導論

教育の方法と技術

教育原理・教育経営

生活経済学

教職実践演習（栄養教諭）

官能評価

給食管理実務実習

調理学実習Ⅲ

給食管理実習校内Ⅱ

専
門
教
育
科
目

給食計画実務論

給食管理実習校内Ⅰ

給食管理実習校外Ⅰ

給食管理実習校外Ⅱ

調理学実験

25



必修 選択

2

2

2

2

パソコン会計 2

統計学入門 2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

社会的養護Ⅰ

保育者論

保育の心理学

こども家庭支援の心理学

こどもの理解と援助

こどもの保健

こどもと健康

乳児保育Ⅰ

こどもと人間関係

こどもと言葉

保育内容指導法（人間関係・言葉）

特別支援教育

音楽概論

学校保健Ⅰ

学校保健Ⅱ

幼児理解・教育相談

看護学

教職実践演習（幼稚園）

備　　考

基
礎
教
育
科
目

総
合
系

生活とモラル

文章表現法

生活文化論

情
報
系

日本国憲法

生物学

体
育
系

体育理論

体育実技

情報基礎演習Ⅰ

情報基礎演習Ⅱ

外
国
語
系

英語Ⅰ

社会人入門セミナー

英語Ⅱ

英語コミュニケーションⅠ

社会福祉

英語コミュニケーションⅡ

実践英語

教育原理

保育原理

こども家庭福祉

こども教育学科　こども教育専攻

区分 授業科目の名称
単位数

化学

専
門
教
育
科
目

保育実習指導Ⅰ（保育所）

保育実習Ⅰ（保育所）

こどもと表現

保育内容指導法（健康・環境）

保育内容指導法（表現）

教育課程・保育の計画と評価

保育内容総論

こどもと環境

26



必修 選択
備　　考区分 授業科目の名称

単位数

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ピアノ実技ⅠA

専攻演習ⅡA

専攻演習ⅡB

ピアノ実技ⅡA

児童文化論Ⅰ

児童文化論Ⅱ

教育の方法と技術

こども演習

ヘルスケア

基礎栄養学

教育行政学

専攻演習ⅠB専
門
教
育
科
目

実習事前・事後指導Ⅰ

実習事前・事後指導Ⅱ

ピアノ実技ⅠB

ピアノ実技ⅡB

専攻演習ⅠA

ハートセイバーAED
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必修 選択

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

チーム医療論 1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

臨床検査基礎実習 1

1

臨床微生物学Ⅰ 2

1

微生物学実習 1

臨床微生物学実習 1

1

2

臨床栄養学（栄養学含む） 1

2

1

1

2

生理機能検査学Ⅱ実習

病理学

病理組織細胞学

病理組織細胞学Ⅰ実習

病理組織細胞学Ⅱ実習

検査安全管理学総論

解剖学

解剖学実習

生化学

微生物学

組織学

臨床微生物学Ⅱ

呼吸器・感覚機能検査学

神経・筋機能検査学

画像検査学

生理機能検査学Ⅰ実習

生理機能検査学Ⅲ実習

循環機能検査学

別表１
ライフケア学科　臨床検査専攻

区分 授業科目の名称
単位数

文章表現法

キャリアデザインⅡ

備　　考

生命倫理学

臨床心理学

キャリアデザインⅠ

基
礎
教
育
科
目

保健体育

化学Ⅱ

理系基礎

英語コミュニケーション

化学Ⅰ

生物学

医用英語

コミュニケーション概論

医用工学概論Ⅰ

情報科学Ⅰ

薬理学

生理学

公衆衛生学Ⅰ（医学概論含む）

ボランティア概論

医用工学概論Ⅱ

情報科学Ⅱ

公衆衛生学Ⅱ（関係法規含む）

医用工学概論実習

専
門
教
育
科
目
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必修 選択
区分 授業科目の名称

単位数
備　　考

1

2

1

1

1

2

1

医療安全管理学実習 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

臨床検査学特論Ⅰ 4

4

1

技能修得到達度評価 1

11

救急処置

医療情報学概論

看護学概論

臨床血液学Ⅰ

臨床化学実習

医療統計学

一般検査学Ⅰ実習

病態学Ⅱ

医療安全管理学

一般検査学

臨床血液学Ⅱ実習

輸血・移植検査学実習

輸血・移植検査学

病態学Ⅰ

専
門
教
育
科
目

課題研究

臨床化学Ⅰ

臨床化学Ⅱ（RI含む）

臨床血液学Ⅱ

一般検査学Ⅱ実習

臨床血液学Ⅰ実習

寄生虫検査学

遺伝子染色体検査学

臨地実習

遺伝子染色体検査学実習

免疫学

臨床免疫学

免疫学実習

臨床検査学特論Ⅱ
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必修 選択

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

リハビリテーション医学

職業倫理

柔道Ⅰ

柔道Ⅱ

解剖学ⅠA

解剖学ⅠB

生理学Ⅲ

解剖学ⅡA

解剖学ⅡB

解剖学ⅢA

解剖学ⅢB

生理学ⅠA

健康行動整復学Ⅲ

生命倫理学

臨床心理学B

臨床栄養学

コンピュータ演習Ⅰ

パーソナルコミュニケーション

衛生学

ライフケア学科　柔道整復専攻、柔道整復専攻二部

区分 授業科目の名称
単位数

コンピュータ演習Ⅱ

臨床心理学A

専
門
教
育
科
目

臨床医学Ⅱ

健康行動整復学Ⅰ

健康行動整復学ⅡA

健康行動整復学ⅡB

公衆衛生学

保健衛生と関係法規

生理学ⅡA

生理学ⅡB

備　　考

基
礎
教
育
科
目

医用英語

病理学概論A

病理学概論B

整形外科学Ⅰ

整形外科学Ⅱ

外科学概論Ⅰ

外科学概論Ⅱ

生活行動運動学

高齢者及び競技者の生理学的特徴・変化

生理学ⅠB

人間の疾病の歴史

臨床医学Ⅰ

健康行動整復学ⅣＡ

健康行動整復学ⅣＢ

健康行動臨床整復学Ⅰ

健康行動臨床整復学Ⅱ

健康行動臨床整復学Ⅲ

健康行動臨床整復学ⅣA

健康行動臨床整復学ⅣB
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必修 選択
区分 授業科目の名称

単位数
備　　考

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

臨床実習Ⅳ

スポーツテーピングセラピー

臨床実習Ⅰ

臨床実習Ⅱ

特別総合演習　 

臨床実習Ⅲ

総合演習Ⅰ　　

総合演習Ⅱ　　

健康行動整復技術研究

健康行動整復技術ⅣB

社会保障制度

健康行動整復技術ⅤA

健康行動整復技術ⅤB

健康行動臨床実技Ⅲ

健康行動臨床実技Ⅳ

高齢者及び競技者の外傷予防技術

柔道整復術の適応

健康行動整復技術Ⅵ

健康行動臨床実技Ⅰ

健康行動臨床実技Ⅱ

健康行動臨床実技Ⅴ

健康行動整復技術Ⅶ

健康行動臨床整復学Ⅸ

健康行動臨床整復学Ⅴ

健康行動臨床整復学Ⅵ 

健康行動臨床実技Ⅵ

専
門
教
育
科
目

健康行動臨床整復学Ⅶ

健康行動臨床整復学Ⅷ

健康行動臨床整復学Ⅹ

健康行動臨床整復学Ⅺ

柔道整復術適応の臨床的判定

健康行動整復技術ⅣA

健康行動整復技術Ⅰ

健康行動整復技術Ⅱ

健康行動整復技術Ⅲ
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教職課程

必修 選択

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

2 養護必修

看護学Ⅰ 2 養護必修

看護学Ⅱ 2 養護必修

看護学Ⅲ 2 養護必修

看護学Ⅳ 2 養護必修

看護学Ⅴ 1 養護必修

看護学Ⅵ 1 養護必修

1 養護必修

1 養護必修

2 栄養必修

2 養護必修

2 栄養必修

1 養護必修

3 養護必修

1 栄養必修

1 栄養必修

備　　考

教職論

発達心理学

教育原理・教育経営

日本国憲法

体育理論

体育実技

英語コミュニケーションⅠ

英語コミュニケーションⅡ

情報基礎演習Ⅱ

情報基礎演習Ⅰ

単位数
区分 授業科目の名称

基
礎
教
育
科
目

特別支援教育

教職実践演習（養護教諭）

教育の方法と技術

教育相談の理論と方法

養護演習ⅠA

微生物学

免疫学

養護概説

教育課程・生徒指導論

（

生
活
科
学
科
）

養護実習
教
職
科
目

専
門
教
育
科
目

道徳、総合的な学習、特別活動の理論と方法

学校保健

学校保健の活動

養護実習指導

教職実践演習（栄養教諭）

生活衛生学

栄養教育実習指導

健康相談活動

栄養生理学

解剖生理学

薬理概論

精神保健

養護演習ⅠB

学校栄養指導論

栄養教育実習
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必修 選択

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

（

こ
ど
も
教
育
学
科
）

基
礎
教
育
科
目

日本国憲法

体育理論

体育実技

英語コミュニケーションⅠ

英語コミュニケーションⅡ

情報基礎演習Ⅰ

情報基礎演習Ⅱ

保育者論

保育内容指導法（人間関係・言葉）

保育内容指導法（表現）

教育行政学

教育の方法と技術

保育内容総論

保育内容指導法（健康・環境）

特別支援教育

こどもと言葉

こどもと表現

保育の心理学

こどもの理解と援助

教育課程・保育の計画と評価

単位数
備　　考

教育実習Ⅰ

区分 授業科目の名称

教育原理

幼児理解・教育相談

教職実践演習（幼稚園）

教育実習指導
教
職

科
目

教育実習Ⅱ

こども演習

専
門
教
育
科
目

こどもと健康

こどもと人間関係

こどもと環境
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必修 選択

2

2

1

1

障害児保育 2

1

子育て支援 2

保育実習指導Ⅰ（施設） 1

保育実習Ⅰ（施設） 2

保育実習指導Ⅱ・Ⅲ 1

保育実習Ⅱ（保育所） 2

保育実習Ⅲ（施設） 2

保育実践演習 2

専攻演習ⅢA 1

専攻演習ⅢB 1

ピアノ実技ⅢA 1

ピアノ実技ⅢB 1

環境教育実践Ⅰ 1

1

別表２
こども教育学専攻

区分 授業科目の名称
単位数

備　　考

専
門
教
育
科
目

こども家庭支援論

こどもの食と栄養

乳児保育Ⅱ

こどもの健康と安全

社会的養護Ⅱ

環境教育実践Ⅱ
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必修 選択

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

1

2

4

4

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

5

備　　考

電気電子工学総合演習

チーム医療論

応用数学

電子工学Ⅰ

電子工学Ⅱ

生体物性工学

生体材料工学

生体機能代行技術学Ⅲ

臨床工学専攻

区分 授業科目の名称
単位数

生化学Ⅰ

電気工学Ⅰ

電気工学Ⅱ

医用工学実習Ⅱ

医用工学Ⅰ

医用工学Ⅱ

医用工学Ⅲ

医用工学実習Ⅰ

生体機能代行技術学実習

医療安全管理学

臨床支援技術学

医用治療機器学Ⅰ

医用治療機器学Ⅱ

医用治療機器学実習

生体機能代行技術学Ⅰ

生体機能代行技術学Ⅱ

専
門
教
育
科
目

解剖生理学Ⅰ

解剖生理学Ⅱ

生化学Ⅱ

薬理学

免疫学

病理学

公衆衛生学

医学概論

医用機器学総合演習

生体計測装置学Ⅰ

生体計測装置学Ⅱ

医用機器学概論

機械工学

計測工学

電気電子工学実習

臨床支援技術学実習

関係法規Ⅱ

臨床医学総論Ⅰ

臨床医学総論Ⅱ

臨床医学総論Ⅲ

臨床実習

関係法規Ⅰ

臨床医学総論Ⅳ

臨床実習事前演習

臨床実習事後演習

35



必修 選択

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

教職特別実践演習 2

1

3

教職課程

必修 選択

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

3

備　　考

専
門
教
育
科
目

学校保健研究Ⅰ

学校保健研究Ⅱ

養護教諭の職務研究Ⅰ

養護教諭の職務研究Ⅱ

衛生学研究

保健統計演習

ヘルスカウンセリング研究

健康教育の研究

養護診断特論

人体の構造と機能

養護教諭専攻

区分 授業科目の名称
単位数

修了研究Ⅰ

修了研究Ⅱ

修了研究Ⅲ

病態生理学

薬理学特論

栄養学特論

小児看護特論

成人看護特論

精神保健特論

学校救急看護の研究

特別臨床実習指導

特別臨床実習

区分 授業科目の名称
単位数

備　　考

専
門
教
育
科
目

（
養

護

教

諭

専

攻
）

衛生学研究

学校保健研究Ⅰ

学校保健研究Ⅱ

養護教諭の職務研究Ⅰ

養護教諭の職務研究Ⅱ

道徳教育の理論と方法特論

特別活動・総合的な学習特論

生徒指導・教育相談特論

養護特別実習指導

養護特別実習

薬理学特論

精神保健特論

特別臨床実習指導

特別臨床実習

教育制度特論

特別支援教育特論

教育課程特論

教育方法特論

生徒指導・教育相談特論

道徳教育の理論と方法特論

特別活動・総合的な学習特論

養護特別実習指導

養護特別実習

修了研究Ⅳ

野外活動の研究

教師論

特別支援教育特論

教育制度特論

教育課程特論
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